堺市
持続可能性とエリア価値を高める都市機能誘導方針
　～これからの容積率緩和制度の運用ガイドライン～

堺市では、人口減少や高齢化のさらなる進行を見据え、都市機能の集積と公共交通の利便性を活かした魅力的な拠点形成を推進しています。都市機能の更新や市街地の再生を進めるためには、民間投資の誘導が不可欠です。そこで本市では、容積率緩和制度を活用し民間投資を促す取組として「持続可能性とエリア価値を高める都市機能誘導方針」を策定します。
本方針は、堺市都市計画マスタープランの掲げる「めざすべき都市像」の実現に向け、都市機能誘導の考え方と容積率緩和に関する制度運用を一体的に事前明示することで、事業者と行政との協議を円滑化するものです。これにより計画的で質の高い都市開発を促進し、市街地環境の整備・改善と都市機能の向上をめざします。

■めざすべき都市像の実現に向けて
●堺市都市計画マスタープランの4つの「めざすべき都市像」実現に向けた取組を評価軸とする容積率緩和策の展開
●これらの取組を促進するため、地区計画や総合設計制度などの容積率緩和制度を活用
整備コンセプト

■民間事業者や市民に期待すること
　本方針を通じて、都市機能誘導区域における質の高い緑やオープンスペースの整備、脱炭素化、誘導施設の導入など、持続可能で魅力ある拠点形成に向けた民間企業の積極的な参画を期待しています。地域価値を高める創意工夫と、責任ある維持管理を通じて、共にエリア価値と暮らしやすさを高めましょう。
